
○
地
方
自
治
体
の
事
務
に
つ
い
て
、
「
事
務
を
実
施
す
る
か
ど
う
か
」
や
「
実
施
の
内
容
・
方
法
」
を
地
方
が
決
定
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
改
革
。

○
各
府
省
所
管
法
律
を
一
括
改
正
し
、
事
務
の
義
務
付
け
規
定
の
廃
止
や
、
事
務
の
内
容
の
条
例
委
任
を
す
る
こ
と
等
に
よ
り
実
現
。

【
個
別
に
義
務
付
け
を
残
す
べ
き
も
の
】

・
計
画
に
記
載
さ
れ
た
事
業
に
国
庫

負
担

が
つ
く
場

合
の

同
意

・
建

築
制

限
を
定

め
る
都

市
計

画
の

住
民

へ
の
公
表

４
，
０
７
６
条

項
（
見
直

し
対

象
・
分
権
委

二
次
勧

告
）

１
，
２
１
６
条

項

（
第

１
次

・
第

２
次

見
直

し
）

１
，
６
４
８
条

項

【
性
質
上
、
義
務
付
け
を
残
す

べ
き
も
の

】

・
災
害
の
発
生
に
つ
い
て

市
町
村
が
都
道
府
県
に
報
告

す
る
こ
と

・
感
染
症
患
者
が
発
見
さ
れ
た

旨
の
届
出
を
受
け
た
知
事
の

大
臣
へ
の
報
告

・
河
川
で
の
工
作
物
の

除
却
命
令
を
受
け
た
者
へ
の

損
失
補
償

１
０
，
０
５
７
条

項
「
～

し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」
「
～

し
て
は

な
ら
な
い
」
と
い
う
規

定

「
義

務
付

け
・
枠

付
け
の

見
直

し
」
に
つ
い
て

「
義

務
付

け
・
枠

付
け
の

見
直

し
」
に
つ
い
て

未
実
施

25
3条

項

(a
)施

設
の
基
準

(b
)協

議
等
の
国
の
関
与

(C
)計

画
策
定
手
続

①
地
方
か
ら
の
提
言
等
に
係
る
事
項

②
通

知
・
届

出
・
報

告
、
公

示
・
公

告
等

③
職
員
等
の
資
格
・
定
数
等

引
き
続
き
、
地
方
か
ら
の
提
案
を
受
け
て
見
直
し
を
進
め
る

11
月
末
閣
議
決
定
予
定
、
来
年
通
常
国
会
一
括
法
案
提
出

実
施

6
3
6
条

項
（
7
1
.5
%
）

・
保
育

所
の
施
設
基
準
の
条
例
委
任

・
有
料
道
路
の
料
金
変
更
の
大
臣

許
可
を
事
後
報
告
へ

８ ８ ９ 条 項 ・ 分 権 委 三 次 勧 告

【
個
別
に
義
務
付
け
を
残
す
べ
き
も
の
】

・
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
不
正
に

つ
い
て
市
町
村
か
ら
都
道
府
県
へ
の

通
知

・
委

員
会

の
委

員
の

選
挙

に
よ
る
選

任
の
義
務
付
け １
，
２
１
２
条

項
（
第

３
次

見
直

し
）

未
実

施
72

条
項

実
施

（
案

）
2
9
1
条

項
（
8
0
.2
%
）

３ ６ ３ 条 項

1次
一
括

法
2次

一
括

法
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・
都
道
府
県

交
通
安
全
対
策
会
議
の
知
事
が
必
要
と
認
め
る
者
の
任
命

・
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
の
人
員
・
運
営
に
関
す
る
基
準
の
条
例
委
任

・
地

域
包

括
支

援
セ
ン
タ
ー
の
基
準
の
条
例
委
任

・
農
業
委
員
会
の
選
挙
区
の
基
準
の
見
直
し

◇
閣

議
決

定
日

：
1
1
月

末
を
予

定
◇

法
律

の
改

正
に
よ
り
措

置
す
べ

き
事

項
に
つ
い
て
は

、
所

要
の

一
括

法
案

等
を
平

成
2
4
年

通
常

国
会

に
提

出
す
る
。

◇
今

後
の

見
直

し
に
つ
い
て
は

、
地

方
か

ら
の

地
域

の
実

情
に
即

し
た
具

体
的

な
提

案
を
受

け
て
、
個

別
の

義
務

付
け
・
枠

付
け
の

見
直

し
を
検

討
す
る
こ
と
に
よ
り
進

め
る
こ
と
と
し
、
具

体
的

方
法

に
つ
い
て
は

地
域

主
権

戦
略

会
議

で
検

討
を
行

う
。

義
務

付
け

・
枠

付
け

の
見

直
し

（
第

３
次

見
直

し
）

の
閣

議
決

定
案

平
成

23
 
年

11
月

内
閣
府
地
域
主
権
戦
略
室

３
．
今

後
の

取
組

◇
こ
れ

ま
で
２
次

の
見

直
し
を
実

施
し
て
、
「
施

設
・
公

物
設

置
管

理
の

基
準

」
等

の
1
,2
1
6
条

項
の

う
ち
、
地

方
分

権
改

革
推

進
委

員
会

第
３

次
勧

告
で
許

容
類

型
に
該

当
せ

ず
、
見

直
す
べ

き
と
さ
れ

た
事

項
8
8
9
条

項
の

う
ち
6
3
6
条

項
を
見

直
し
、
他

の
事

項
と
含

め
て
6
6
6
条

項
の
見
直
し
を
行
っ
た
と
こ
ろ
。

・
第

１
次

見
直

し
－

地
方

分
権

改
革

推
進

計
画

（
平

成
2
1
年

1
2
月

閣
議

決
定

）
、
第

１
次

一
括

法
（
平

成
2
3
年

４
月

成
立

）
・
第

２
次

見
直

し
－

地
域

主
権

戦
略

大
綱

（
平

成
2
2
年

６
月

閣
議

決
定

）
、
第

２
次

一
括

法
（
平

成
2
3
年

８
月

成
立

）

１
．
義

務
付

け
・
枠

付
け
（
4,

07
6条

項
）
の
見
直
し
の
経
緯

・
農
用
地
利

用
規
程
の
公
告
の
義
務
の
廃
止

・
宅
地
造
成
工
事
規
制
区
域
の
指
定
の
大
臣
へ
の
報
告
の
義
務
の
廃
止

（
公
表
方
法
に
つ
い
て
地
方
の
裁
量
が
あ
る
と
確
認
す
る
も
の
）

・
貸
金
業
者
登
録
簿
の
閲
覧

（
３
）
職

員
等

の
資

格
・
定

数
等

（
１
）
地
方
か
ら
の
提
言
等
に
係
る
事
項

次
の

３
分

野
に
係

る
1
,2
1
2
条

項
を
対

象
に
、
許

容
類

型
を
設

定
し
、
そ
れ

に
該

当
し
な
い
事

項
（
3
6
3
条

項
）
に
つ
い
て
検

討
を
進

め
、

2
9
1
条
項
に
つ
い
て
見
直
し
を
実
施
。

（
併

せ
て
、
こ
れ

ま
で
の

見
直

し
と
重

複
す
る
条

項
の

見
直

し
等

の
2
6
条

項
の

見
直

し
も
実

施
）

（
２
）
通

知
・
届

出
・
報

告
、
公

示
・
公

告
等

・
消
防
長
及
び
消
防
署
長
の
資
格
の
条
例
委
任

・
都
道
府
県
建
築
士
審
査
会
の
委
員
の
定
数
の
廃
止
又
は
条
例
委
任

・
公
害
健
康
被
害
認
定
審
査
会
の
委
員
の
上
限
数
の
廃
止

（
資
格
に
つ
い
て
地
方
の
裁
量
が
あ
る
と
確
認
す
る
も
の
）

・
私
立
学
校
審
議
会
の
委
員
の
資
格

２
．
第
３
次
見
直
し
の
概
要
と
そ
の
主
な
例




